
業務委託契約書 
 
委託者「大阪府」（以下、「甲」という。）と受託者「         」（以下、「乙」

という。）とは、甲が、貸付物件「       」（以下、「物件」という。）を宅地建物

取引業法第２条第２項に規定する建物の賃借の媒介を乙に委託することについて下記の事

項のとおり業務委託契約（以下、「本契約」という。）を締結する。 
（総則） 
第１条 甲が管理する物件の入居の促進を目的として第３条に定める業務を甲は乙に委託

し、乙はこれを受託する。 
（契約期間） 
第２条 本契約の期間は契約締結日より    年  月  日まで。 
（業務委託） 
第３条 甲が乙に委託する業務は、物件の入居を促進するため入居希望者の入居斡旋を行

うものとする。 
（業務委託費） 
第４条 甲は、第３条に係る業務委託について、乙によって物件の入居契約が成立した場

合、当該物件の契約家賃の１ヵ月分相当額に消費税を加算して、乙に支払うものとする。 
（業務委託費の支払い） 
第５条 乙は、第４条の業務委託費について、１ヶ月間の入居分を取りまとめた上、翌月

の１日から１０日までの間に甲に請求するものとする。 
２ 甲は、前項の規定による請求に基づき、この請求を受理した日の翌日から３０日以内

に業務委託費を乙に支払うものとする。 
（乙の報告等） 
第６条 乙は、入居斡旋が成約した場合は、入居者斡旋報告書（様式第１号）により速や

かに報告するものとする。 
２ 甲は、乙に対して活動状況について、随時報告を求めることができる。 
（契約解除） 
第７条 契約期間中であっても、甲乙協議の上、本契約を解除できるものとする。 
（甲の解除権） 
第８条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができ

る。 
（１）役員等（乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその法人の役

員又はその支店若しくは営業所（常時業務の契約を締結する事務所をいう。）を代表す

るものをいう。）又は経営に事実上参加している者が暴力団員であることが認められた

とき。 
（２）役員等又は経営に事実上参加している者が、自己、自社若しくは第三者の不正の利

益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用す

るなどしたと認められるとき。 



（３）役員等又は経営に事実上参加している者が、いかなる名義をもってするかを問わず

暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認

められるとき。 
（４）役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難され

るべき関係を有していると認められるとき。 
（誓約書の提出） 
第９条 乙は、甲に対し大阪府暴力団排除条例（平成２２年大阪府条例第５８号）第２条

第２号に規定する暴力団員又は同条第４号に規定する暴力団密接関係者でないことを表

明した誓約書を、甲へ提出しなければならない。但し、甲が、必要でないと判断した場

合はこの限りでない。 
（遵守事項） 
第１０条 乙は、本契約の業務の履行において、宅地建物取引業法を遵守しなければなら

ない。 
２ 乙は、個人情報の重要性を認識し、大阪府個人情報保護条例（平成８年大阪府条例第

２号）その他法令に定めるもののほか、本契約の業務を履行ための個人情報の取り扱い

については、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 

（苦情処理及び損害賠償） 
第１１条 乙は、本契約により、物件の入居希望者から一切の金品を徴収してはならない。 
２ 乙は、業務実施において入居希望者及び第三者から異議若しくは苦情の申し立てがあ

った場合は、この責任において解決するものとする。 
３ 乙は、業務実施において、乙が故意又は過失により、甲または第三者に損害を与えた

場合には乙の負担と責任においてその損害を賠償するものとし、甲はその責を一切負わ

ないものとする。 
（協議事項） 
第１２条 甲及び乙は、本契約について疑義が生じた場合は、お互いに誠意を持って解決

にあたるものとする。 
 

   年   月   日 
                  
                 甲 大阪府 
                    大阪府知事 
 
                 乙  
 
 
 


